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　特定の地域や診療科に医師が偏っていることが医師の負
担につながっており、私は医師の地域・診療科偏在対策に
携わることで医師の働き方改革に関わっています。一方、
働き方改革によって労働時間を短縮しようとすると、それ
をカバーするだけの医師が必要になりますが、日本全体で
みると将来の人口減少が予測されるため、データで将来を
推計しつつ、医師数を検討す
る必要があります。日本の将
来を見据え、医師を養成・確
保しながら働き方改革を進め
るにはどうすべきか。一筋縄
にいかない問題ですが、有識
者と日々熱い議論を重ね、検
討を進めています。

医師の働き方改革への想いや考えを形にする

医政局経済課主査

赤星  里佳
AKAHOSH I  R i k a

　令和３年8月まで医師の働き方改革とタスク・シフト/シェ
アを担当し、制度の枠組みや運用の検討に当たり、企画立案
や関係者との調整等を担ってきました。医事法制・医療政策
のみならず、労働法制・労働政策に関する知識も欠かせず、
担当部局と日々対話をしながら理解を深め、多角的な視点と
想像力を持って考えることが自分の役割でした。また、現場
に対して働き方改革の意義や
内容について周知・啓発を行
い、医師個人の立場・考え方
や医療機関の規模・役割等に
よって受け止めは様々で意見
交換を重ねました。今般の法
改正の一翼を担えたことは貴
重な経験になりました。

医師の長時間労働の原因と対応について
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　様々な要素が複雑に関係して、医師が長時間労働となっ
ている。2024年４月の制度改正の施行に向けて、日本の医
療提供体制が抱える課題が明らかとなると考えており、最
大の課題は、医師の偏在であろう。医系技官を志した約20
年前に抱いた問題に直接携わることができるやりがいと責
任の重さを実感つつ仕事をしています。本当に、大きな課
題であり、大変な仕事ですが、
すばらしい仲間達と一緒に仕
事をできていることに感謝を
しています。臨床現場等とは
違った重要な仕事ができる職
場だと思いますので、興味が
あれば、是非、一度、話を聞
きに来てください。

働き方改革を進める
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　医師の健康確保と医療提供体制の確保を両立し、持続可
能な質の高い医療の提供を目指す。この目指すべき姿に、
異を唱える方にあまり会ったことがありません。しかし、
そこにいたるまでプロセスや望むルールについて、描く思
いはひとによりさまざまです。働き方改革は日本の医療に
おける積年の課題であり、多くの関係者の方々との議論・
検討を通じ政策設計をしてい
く過程は、険しさと、難しさ
と、やりがいに満ちています。
今だけでなく、将来にわたっ
て医療や社会全体が少しでも
よくなるよう、一歩でも半歩
でも前に進んでいきたいと
思っています。
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医師の働き方改革の意義
　国民が安心して質の高い医療を受け
ることができる我が国の医療はこれま
で医師の長時間労働に支えられている
側面がありました。24時間いつ呼ばれ
ても病院に駆けつける、土日を問わず
働く、このような医師の姿勢はこれま
で医者の「あるべき姿」として語られ
てきましたし、個々の医療現場におい
て、「患者のために」「よい医療のため
に」という思いが積み重なっものでも
あります。そうした中においても、医
師健康で充実して働き続けることがで
きるような社会を目指していくこと
は、医師、そして医療を受ける国民、
日本の良い医療を将来にわたって持続
させて行くためにも、現状を変えるこ
とは重要な課題です。
　医師の働き方改革の議論に先駆け
て、平成30年に働き方改革関連法が

成立し、一般労働者の時間外労働時間
の上限規制が設けられました。医師に
関しては、業務の特殊性に鑑み猶予期
間が設けられ時間外労働時間の上限規
制の適用が令和6年4月からの施行と
なりました。この猶予期間に医師の働
き方改革に向けた制度設計について、
多くの議論を重ねられてきました。医
師の応召義務など考慮を要する医療・
医師の特殊性、医師の労働時間の上限、
健康確保のための措置、こうした課題
について、ひとつひとつさまざまな関
係者とともに検討が進められました。
このような検討の内容が盛り込まれた
法案が国会で審議され、令和3年4月、
改正医療法が成立しました。

施行に向けの取り組み
　令和6年4月から時間外労働時間の
上限規制が開始されます。具体的には、

年間の時間外休日労働時間の上限が
960時間であるA水準、やむを得ずA
水準を超えざるを得ない場合の水準
（上限1860時間）である地域医療確保
暫定特例水準（B・連携B水準）、集中
的技能向上水準（C-1・C-2水準）の
枠組みとなります。
　高い時間外労働時間が適用される場
合には、追加的健康確保措置（連続勤
務時間制限28時間、勤務間インター
バル９時間の確保、代償休息のセット）
が義務化されます。また、医療機関は
都道府県知事による指定を受ける必要
があり、その際には労働時間短縮計画
を作成することや医療機関における労
働時間短縮に向けた取り組みなどにつ
いて、第三者機関による評価を受ける
ことが求められます。一般の労働者よ
い高い水準の上限時間になる分、追加
的な確保措置措置や労働時間短縮への
取組も十分確認されることになりま
す。このほかにも、医師の働き方改革
を進めて行く上では、労働時間の短縮
に向けた取組や適切な労務管理の推
進、タスクシフト／シェアの推進のほ
か、地域医療提供体制の改革等、さま
ざまな取組を進めていくことが重要で
す。労働時間短縮により医療提供体
制への影響が生じることがないよう、
多くの関係者とともに、施行に向け
た準備状況を丁寧に確認しながら、
医師の健康確保と地域医療提供体制
の確保の両立が果たせる社会の実現
を目指して、医師の働き方改革を進
めていきます。
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2024年４月から、医師の時間外・労働時間規制の制度が開始されます。歴史的な制度の施行に向け、地域
医療提供体制の確保、医師偏在対策を含め様々な場面で医系技官が重要なその役割を担っています。
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C-1 （臨床・専門研修）

C-2 （高度技能の修得研修）
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